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みとよくらしのおしらせ
Information' s

令和元年分所得の申告相談は2月14日（金）から　3月16日（月）まで ▶問い合わせ　　　　税務課 ☎ 73‒3006
観音寺税務署 ☎ 25‒2191

確
定
申
告
が
必
要
な
人

事
業
を
行
っ
て
い
る
人
や
、
給
与
所
得
者

で
次
に
該
当
す
る
人
は
、
確
定
申
告
が
必
要

で
す
。

●
農
業
、
商
業
、
工
業
、
漁
業
な
ど
事
業
を

営
ん
で
い
る
人

●
地
代
や
家
賃
収
入
、
不
動
産
や
株
式
売
却

な
ど
の
所
得
が
あ
る
人

●
生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
満
期
、
解
約
な

ど
で
一
時
金
を
受
け
取
っ
た
人

●
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

●
１
カ
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
人
で
、給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

●
日
給
な
ど
で
働
い
て
い
る
人
や
給
与
の
支

払
い
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
人

で
、
年
末
調
整
を
受
け
な
い
従
た
る
給
与

の
収
入
金
額
と
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以

外
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
人

※
収
支
計
算
が
必
要
な
人
は
、
事
前
に
決
算
書
・
収

支
内
訳
書
を
完
成
さ
せ
て
申
告
会
場
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
に
よ
り

税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
る
人

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

な
い
場
合
で
も
、
次
に
該
当
す
る
人
は
申
告

を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
災
害
や
盗
難
な
ど
に
よ
り
、
住
宅
や
家
財

な
ど
の
資
産
が
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
雑

損
控
除
を
受
け
る
場
合

●
病
気
や
け
が
な
ど
で
支
払
っ
た
多
額
の
医

所
得
税
の
申
告

療
費
に
つ
い
て
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る

場
合

●
年
の
途
中
で
退
職
・
退
社
し
、
年
末
調
整

を
受
け
て
い
な
い
場
合

●
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
特
定
団
体
へ
寄
附

を
し
て
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合

な
ど

※
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、
事
前
に
医
療
費
の

明
細
書
を
作
成
し
て
申
告
会
場
へ
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
確
定
申
告
書
に
医
療
費
の
領
収
書

の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
確
定
申
告
期
限

な
ど
か
ら
5
年
間
は
自
宅
な
ど
で
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

※
明
細
書
の
様
式
お
よ
び
制
度
の
詳
細
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
の
申
告

令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所

が
あ
る
人
で
、
次
に
該
当
す
る
人
は
３
月
16

日
（
月
）
ま
で
に
令
和
元
年
中
の
所
得
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
元
年
中
の
所
得
が

な
い
場
合
も
含
み
ま
す
。

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出

し
た
人
は
、
市
・
県
民
税
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
給
与
所
得
者
で
、次
に
該
当
す
る
人

●
給
与
所
得
の
ほ
か
に
配
当
、
不
動
産
、
農

業
、
一
時
、
雑
、
事
業
な
ど
の
所
得
が
あ

っ
た
人
（
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
が
20
万
円
以
下
の
人
は
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
・

県
民
税
は
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
）

●
社
会
保
険
料
控
除
、
雑
損
控
除
、
医
療
費

控
除
、
寄
附
金
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
人

●
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
た
各
種
所
得
控

除
と
異
な
る
控
除
（
扶
養
控
除
な
ど
）
を

受
け
よ
う
と
す
る
人

②
①
に
該
当
し
な
い
人
で
、
次
に
該

当
す
る
人
（
収
入
が
な
く
て
も
必

ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
）

●
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、

介
護
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

●
市
営
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
人

●
国
民
年
金
の
免
除
申
請
や
児
童
手
当
な
ど

の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
る
人

●
所
得
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
交
付

が
必
要
な
人

申
告
に
必
要
な
も
の

●
給
与
、
退
職
所
得
、
公
的
年
金
な
ど
の
源

泉
徴
収
票
の
原
本
、
報
酬
、
保
険
満
期
な

ど
の
支
払
調
書
の
原
本

●
営
業
、
そ
の
他
事
業
、
不
動
産
な
ど
の
収

支
内
訳
書
（
通
帳
や
帳
簿
、
出
荷
先
で
調

べ
た
品
物
ま
た
は
取
り
引
き
ご
と
の
収
入

金
額
、
科
目
ご
と
の
経
費
金
額
が
分
か
る

も
の
。
令
和
元
年
中
に
購
入
し
た
機
械
な

ど
を
減
価
償
却
経
費
で
計
上
す
る
場
合
は
、

そ
の
領
収
書
な
ど
も
必
要
で
す
）

●
確
定
申
告
に
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
の
記

載
が
必
要
で
す
。
申
告
相
談
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し
（
表
裏
と
も
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
な
い
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
書
（
番

号
確
認
用
）
の
写
し
と
運
転
免
許
証
な
ど

（
本
人
確
認
用
）
の
写
し
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

●
税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ
て
き
た
は
が
き
な
ど

●
印
鑑
（
所
得
税
を
新
規
で
口
座
振
替
す
る

人
は
通
帳
届
出
印
が
必
要
）

●
本
人
名
義
の
金
融
機
関
の
口
座
が
分
か
る

も
の

所
得
控
除
金
額
な
ど
が
分
か
る
も
の

●
生
命
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
、
地
震

保
険
料
（
旧
長
期
損
害
保
険
料
）、
個
人
年

金
保
険
料
証
明
書
、
国
民
年
金
支
払
証
明

書
●
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払
証
明
書

●
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
医
療
費
の
合

計
額
か
ら
保
険
会
社
や
高
額
医
療
な
ど
の

補ほ
て
ん填
金
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
計
算
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
）

●
障
害
者
控
除
を
申
請
す
る
人
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
な
ど
の
提
示
が
必
要
で
す

要
介
護
４
、５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
へ

令
和
元
年
12
月
31
日
時
点
に
お
い
て
身

体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
も
、

要
介
護
４
ま
た
は
５
に
認
定
さ
れ
て
い
る

人
は
、
障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障
害
者

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
確
定
申
告
の

際
に
「
三
豊
市
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
が
必
要
で
す
。
介
護
保
険
課
ま
た
は

各
支
所
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課　

☎
73
・
３
０
１
７

令和元年度
中学生の「税についての作文」受賞者
香川県県税事務所長賞
　三野津中学校 2年　　片山　菜月
高松国税局長賞
　高瀬中学校 3年　　　齋賀　結希乃
公益社団法人観音寺法人会会長賞
　高瀬中学校 3年　　　田中　晃登
四国納税貯蓄組合総連合会会長賞
　豊中中学校 3年　　　森　　彩葉

（順不同・敬称略）

三
豊
市
の

所
得
税
・
住
民
税
申
告
相
談

日
時

　

２
月
14
日
（
金
）
〜
３
月
16
日
（
月
）

　

平
日　

午
前
９
時
〜
11
時

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

　

※
土
日
は
２
月
15
日（
土
）、３
月
８
日（
日
）

　
　

の
み
受
け
付
け
ま
す
。

場
所

持
ち
物

上
記
「
申
告
に
必
要
な
も
の
」
参
照

注
意
事
項

「
所
得
税
の
確
定
申
告
」
は
不
要
で
も
「
住

民
税
の
申
告
」
が
必
要
な
人
が
い
ま
す
。

●
配
偶
者
控
除
、扶
養
控
除
、障
害
者
控
除
、

寡
婦（
夫
）控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

●
所
得
が
な
い
人
で
、
国
民
健
康
保
険
や

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
、
軽

減
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
人　

な
ど

（
上
記
②
参
照
）

税
務
署
で
の
申
告
相
談
が
必
要
な
場
合

次
の
場
合
は
、
直
接
税
務
署
で
の
申
告
相

談
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
土
地
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
（
売
買
）
所
得

が
あ
る

●
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用

を
受
け
る

●
亡
く
な
っ
た
人
の
申
告
（
準
確
定
申
告
）

●
肉
用
牛
の
申
告

●
青
色
申
告
・
消
費
税
の
申
告

●
過
年
度
分
の
申
告

た
だ
し
、
農
業
で
減
価
償
却
デ
ー
タ
が
市

に
あ
る
人
、
国
民
健
康
保
険
税
支
払
証
明
な

ど
が
必
要
な
人
は
、
税
務
署
で
申
告
す
る
前

に
、
税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

☎
73
・
３
０
０
６

くらし

住
所
地

会
場

高
瀬
町
・
三
野
町

市
役
所

詫
間
町
・
仁
尾
町

詫
間
福
祉
セ
ン
タ
ー

豊
中
町

豊
中
町
農
村
環
境
改
善

セ
ン
タ
ー

山
本
町
・
財
田
町

山
本
庁
舎

おめでとうございます


